
令和９年度採用（第３回） 

十日町市職員採用試験要項 

 十日町市では、次のとおり職員採用試験を行います。 

 
 
 
 
  
 
 

【受付期間】  令和８年７月１日（水）から令和８年９月４日（金）まで 

 【一次試験】  令和８年９月27日（日）  

 【二次試験】  令和８年10月下旬予定 

 【三次試験】  令和８年11月中旬予定 

 
１ 試験職種・採用予定数等 

職  種 採用予定数 職   務   内   容 

社会人経験者 

（一般事務上級） 合わせて 
５名程度 

一般事務（行政全般の幅広い業務）に従事します。 
社会人経験者 

（一般事務初級） 

土木技師上級 合わせて 
３名程度 

※ 

技術部門（道路・農地・上下水道等の計画・設計・監督）の 
業務に従事します。 

土木技師中級 

建築技師上級 １名※ 建設等の部門で建築技術の業務に従事します。 

保健師 ２名※ 
 訪問指導、健康相談、保健事業の計画立案等の業務に従事し 
ます。 

看護師 １名 
看護師業務（診療の補助、訪問診療同行、訪問看護等）に従事 
します。 

社会福祉士 １名※ 社会福祉関係業務に従事します。 

精神保健福祉士 １名※ 精神保健福祉業務に従事します。 

学芸員 
（考古） 

１名※ 

十日町市博物館において、考古学分野の資料収集、保存、調査
研究、展示、教育普及活動及び文化財課において発掘調査、文
化財の指定、活用などの業務に従事します。 
なお、学芸員として採用されますが、十日町市博物館・文化財 
課以外に異動することや一般行政の事務に従事することもあり 
ます。 

自動車運転手 ２名※ 
公用自動車やスクールバス、除雪車等の運転、道路・河川・施
設の維持修繕業務に従事します。 

※は新卒・既卒と合わせた人数 

 

十日町市に求められる職員像 

１ 市民感覚とコスト意識を持ち、広い視野とスピード感を持って政策に取り組む職員 

２ チャレンジ精神を持ち、変化に対応できる柔軟な発想を持った職員 

３ 市民との相互理解を心がけ、高い倫理観を持って市民から信頼される職員 

 

社会人採用 



２ 受験資格 

 ※職務経験期間の算定の詳細は、「10 社会人経験者の職務経験期間について」をご覧ください。 

最終試験終了後、採用予定候補者からは職務経験期間の確認のため、職歴証明書等を提出して

いただきます。なお、必要な職務経験期間が確認できない場合は採用されません。 

 

 （１）年齢・資格要件 

 ア 社会人経験者（一般事務上級） 

      平成４年４月２日以降に生まれた、学校教育法による大学（短期大学を除く。市長が
これらと同等と認める人を含む。）を卒業し、民間企業などにおける職務経験期間が令
和８年７月末現在で３年以上ある人 

     ※採用日前日で35歳に達しない人 

 

    イ 社会人経験者（一般事務初級） 

      平成４年４月２日以降に生まれた、学校教育法による高等学校（市長がこれらと同等
と認める人を含む。）を卒業し、民間企業などにおける職務経験期間が令和８年７月末
現在で３年以上ある人 

     ※採用日前日で35歳に達しない人 

 

    ウ 土木技師上級 

平成４年４月２日以降に生まれた、学校教育法による大学（短期大学を除く）の土木
系学部・学科を卒業し、民間企業などにおける職務経験期間が令和８年７月末現在で３
年以上ある人 

※採用日前日で35歳に達しない人 

 

    エ 土木技師中級 

平成４年４月２日以降に生まれた、学校教育法による短期大学・高等専門学校・専門
学校の土木系学部・学科を卒業し、民間企業などにおける職務経験期間が令和８年７月
末現在で３年以上ある人 

※採用日前日で35歳に達しない人 

 

    オ 建築技師上級 

平成９年４月２日以降に生まれた、学校教育法による大学（短期大学を除く）の建築
専門課程を卒業し、民間企業などにおける職務経験期間が令和８年７月末現在で３年以
上ある人 

     ※採用日前日で30歳に達しない人 

 

    カ 保健師 

平成４年４月２日以降に生まれた、保健師免許を有する人で、民間企業などにおける
保健師としての職務経験期間が令和８年７月末現在で３年以上ある人 

※採用日前日で35歳に達しない人 

 

キ 看護師 

      昭和62年４月２日以降に生まれた、看護師免許を有する人で、民間企業などにおける

看護師としての職務経験期間が令和８年７月末時点で５年以上ある人 

※採用日前日で40歳に達しない人 

 

 

 

 



    ク 社会福祉士 

      平成４年４月２日以降に生まれた、社会福祉士の資格を有する人で、民間企業などに
おける社会福祉士としての職務経験期間が令和８年７月末時点で３年以上ある人 

      ※採用日前日で35歳に達しない人 

 

    ケ 精神保健福祉士 
      昭和52年４月２日以降に生まれた、精神保健福祉士の資格を有する人で、民間企業な

どにおけるにおける精神保健福祉士としての職務経験期間が、令和８年７月末時点で３
年以上ある人 

      ※採用日前日で50歳に達しない人 

 

    コ 学芸員（考古） 

以下のすべての要件を満たす人 

     ①昭和62年４月２日以降に生まれた人 

     ②学校教育法による大学（大学院を含み、短期大学を除く。）において、考古学又は歴

史学に関する専門課程を履修、修了（卒業）し、民間企業などにおける学芸員として

の職務経験期間が令和８年７月末時点で３年以上ある人 

     ③博物館法に規定する学芸員の資格を有する人 

     ④発掘調査業務及び報告書作成業務の従事経験者がある人 

      ※採用日前日で40歳に達しない人 

 

    サ 自動車運転手  

      以下のすべての要件を満たす人 

     ①平成４年４月２日以降に生まれた人 

     ②大型特殊自動車運転免許および大型自動車運転免許を有する人 

     ③車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習修了者 

     ④民間企業などにおける大型自動車や除雪車の運転手としての職務経験期間が令和８

年７月末時点で３年以上ある人 

      ※採用日前日で35歳に達しない人 

 

 （２）次のいずれかに該当する人は受験できません。 

    ア 日本国籍を有しない人（保健師、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士を除く。） 

    イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの人 

ウ 十日町市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破 

壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

 （３）活字印刷文による出題に対応できること 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 試験の方法 

 

 （１）一次試験     

    ア 職種に応じ、次の科目により筆記試験を行います。 

○社会人経験者（一般事務上級）、土木技師上級、建築技師上級、保健師、 
学芸員（考古） 

 ＳＰＩ３－Ｕ 基礎能力検査、性格検査（ペーパーテスティング）、作文 

○社会人経験者（一般事務初級）、土木技師中級、看護師、社会福祉士、精神保健福祉
 士、自動車運転手 

 ＳＰＩ３－Ｈ 基礎能力検査、性格検査（ペーパーテスティング）、作文 

イ 筆記試験の方式 

○ＳＰＩ３－Ｕ、ＳＰＩ３－Ｈ … 択一式 

○作文 … 記述式 

 

 （２）二次試験 

   一次試験の合格者を対象に、個別面接を行います。 

   ※学芸員（考古）は口述試験 

 

 （３）三次試験 

     二次試験の合格者を対象に、個別面接を行います。 

 
４ 試験期日及び会場 
 

 （１）一次試験 

   期日 … 令和８年９月27日（日） 

   会場 … 十日町保健センター（十日町市役所となり） 

        ※詳細は申込者に通知します。 

 

 （２）二次試験 

   期日 … 令和８年10月下旬予定 

   会場 … 十日町市役所 

        ※変更する場合があります。詳細は一次試験合格者に通知します。 

 

（３）三次試験 

   期日 … 令和８年11月中旬予定 

   会場 … 十日町市役所 

        ※変更する場合があります。詳細は二次試験合格者に通知します。 

 

５ 合否の発表 
 

  一次試験、二次試験、三次試験の合否は、受験者全員に通知します。 

  三次試験（最終試験）の合否は、12月上旬までに通知する予定です。 

 

６ 個人情報の開示 
 

受験者本人が自分の試験結果について情報開示を希望する場合は、下記により開示します。 

  （１）開示内容     総合得点及び順位 

 

  （２）開示期間     合否通知書の発送日から２週間以内であれば即時開示します。 

 

  （３）開示場所     十日町市役所総務部総務課人事係 

 



  （４）必要書類     合否通知書及び身分を証明するもの（自動車運転免許証等） 

            ※電話による請求はできません。 

 

７ 採  用 
 

令和９年４月１日付け 

※ただし、必要な職務経験期間が確認できない場合は採用されません。また、日本国籍を有

しない人は、採用時までに当該職務に従事可能な在留資格が取得できない場合は採用され

ません。 

 

８ 給  与 

 

  （１）初任給 

※職歴や学歴免許等により加算があります。なお、給料改定により増減する場合がありま

す。 

    ○社会人経験者（一般事務上級）、土木技師上級、建築技師上級、保健師、社会福祉士、 

精神保健福祉士、学芸員 

２４２，９００円程度（最終学歴大学卒、勤務年数３年の場合の一例） 

    ○社会人経験者（一般事務初級） 

     ２１４，８００円程度（最終学歴高等学校卒、勤務年数３年の場合の一例） 

○土木技師中級 

２３０，４００円程度（最終学歴短大卒、勤務年数３年の場合の一例） 

    ○看護師 

     ２７７，８００円程度（最終学歴短大卒、勤務年数５年の場合の一例） 

    ○自動車運転手 

     ２１３，０００円程度（最終学歴高等学校卒、勤務年数３年の場合の一例） 

 

 （２）手 当 

   期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び状況により扶養手当、通勤手当、住居手当等が支 

給されます。 

 

９ 受験申込手続 

 

（１）提出書類 

  【社会人経験者（一般事務上級・初級）、土木技師上級・中級、建築技師上級 共通】 

ア 十日町市職員採用試験申込書・履歴書 

※十日町市役所総務部総務課人事係のカウンターに用意してあります。ホームペー

ジからもダウンロードできます。 

イ 最終卒業学校の成績証明書 

ウ 最終卒業学校の卒業証明書 

エ 封筒（長形３号）２通：『受験票送付用』と『結果通知用』 

   ２通とも送付先の住所、氏名を記入してください。（切手貼付不要） 

 

 

 

 

 

 



    【保健師、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士】 

ア 十日町市職員採用試験申込書・履歴書 

※十日町市役所総務部総務課人事係のカウンターに用意してあります。ホームペー

ジからもダウンロードできます。 

イ 最終卒業学校の成績証明書 

ウ 最終卒業学校の卒業証明書 

エ 保健師は保健師免許の写し、看護師は看護師免許の写し、社会福祉士は社会福祉士 

登録証の写し、精神保健福祉士は精神保健福祉士登録証の写し 

オ 封筒（長形３号）２通：『受験票送付用』と『結果通知用』 

 ２通とも送付先の住所、氏名を記入してください。（切手貼付不要） 

 

【学芸員（考古）】 

ア 十日町市職員採用試験申込書・履歴書 

イ 研究等実績調書 

※ア及びイは十日町市役所総務部総務課人事係のカウンターに用意してあります。

ホームページからもダウンロードできます。 

ウ 最終卒業学校の成績証明書 

エ 最終卒業学校の卒業証明書 

オ 学芸員資格を確認できる証明書の写し 

カ 封筒（長形３号）２通：『受験票送付用』と『結果通知用』 

 ２通とも送付先の住所、氏名を記入してください。（切手貼付不要） 

       

    【自動車運転手】 
     ア 十日町市職員採用試験申込書（十日町市役所総務部総務課人事係のカウンターに用

意してあります。ホームページからもダウンロードできます。） 
     イ 最終卒業学校の卒業証明書（卒業見込者は卒業見込証明書） 
     ウ 運転免許証及び技能講習終了証の写し 

     エ 封筒（長形３号）２通：『受験票送付用』と『結果通知用』 

       ２通とも送付先の住所、氏名を記入してください。（切手貼付不要） 
 

  （２）提出方法 

持参（本人以外でも可）・郵送可  

※ 郵送の場合は、封筒の表に『採用試験申込書』と朱書し、必ず簡易書留郵便で送付 

してください。なお、普通郵便による郵送で事故が発生した場合の責任は負いかね 

ます。 

 

 （３）提出先 

   〒948-8501 十日町市千歳町３丁目３番地 

         十日町市総務部総務課人事係（十日町市役所庁舎２階） 

 

 （４）申込受付期間 

期間 … 令和８年７月１日(水)から令和８年９月４日(金)まで 

   時間 … 平日 午前８時30分から午後５時15分まで 

※郵送の場合は、９月４日(金)当日消印有効 

 

 

 

 



10 社会人経験者の職務経験期間について 

 

（１）職務経験には、会社員、公務員（十日町市の正職員としての期間を除く）、契約社員、 

派遣社員、アルバイト等として、同一企業等で週29時間以上の勤務を１年以上継続して就 

業していた期間が該当します。 

 

 （２）（１）の基準を満たす場合は、職務経験期間を通算することができますが、同一期間内 

に複数の業務に従事した場合は、いずれか１つの職歴に限り職務経験期間に算入できます。 

 

 （３）産前産後休暇、育児休業期間は職務経験期間に算入できます。 

 

11 その他 

 

  （１）同日の日程で複数の受験申込みはできません。また、同じ職種（「一般事務」「土木技
師」等）は今年度中１回しか受験できません。 

     例：一般事務上級を受験した場合、土木技師上級は受験可（受験資格を満たすことは

必要）、一般事務初級や一般事務上級は受験不可 

 

  （２）受験のための旅費等一切の経費は支給しません。 

 

  （３）受け付けた申込書等の書類は、返却しません。 

 

  （４）受験票が令和８年９月16日（水）までに届かない場合は、至急ご連絡ください。 

 

 

 

【問合せ先】 

十日町市総務部総務課人事係 

電話 025-757-9787 


